
28無料相談会・消費の豆知識

平
成
30
年
度
に
町
に
寄
せ
ら
れ
た
消

費
生
活
相
談
は
２
６
７
件
で
、
前
年
度

２
５
４
件
に
対
し
5.1
％
増
加
と
な
り
ま

し
た
。

主
な
相
談
内
容
は
、
ハ
ガ
キ
や
封
書
、

電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り
身
に
覚
え
の
な

い
請
求
書
や
督
促
状
を
送
り
つ
け
て
送

金
を
迫
る
「
架
空
請
求
」
に
関
す
る
相

談
や
、
購
入
し
た
商
品
を
解
約
し
た
い

の
で
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
仕
方
を
教

え
て
ほ
し
い
等
の
購
入
商
品
へ
の
相
談

が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
案
件
に
限
ら
ず
、
普
段

の
消
費
生
活
で
不
安
に
思
っ
た
り
、
ト

ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
場
合
は
、
ひ
と
り
で

悩
ま
ず
に
、
す
ぐ
に
最
寄
り
の
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　

○
那
須
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　

☎
72 

６
９
３
７

○
栃
木
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８
‐
６
２
５
‐
２
２
２
７

消
費
の
豆
知
識

平
成
30
年
度
の
相
談
状
況

心
配
ご
と
相
談

▼
日
　
時　

６
月
20
日
㈭
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

▼
会
　
場　

ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
内
　
容　

身
の
回
り
の
心
配
ご
と

▼
応
対
者　

民
生
委
員
３
名

▼
問
合
せ　

那
須
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
72 

５
１
３
３

行
政
相
談

▼
日
　
時　

６
月
21
日
㈮
、
７
月
５
日
㈮

午
前
９
時
〜
正
午

▼
会
　
場　

ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
内
　
容　

行
政
上
の
困
り
ご
と

▼
応
対
者　

平
山
英
夫
行
政
相
談
委
員

▼
問
合
せ　
（
自
宅
）☎
72 

５
２
３
４

不
動
産
相
談

▼
日
　
時　

６
月
21
日
㈮
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分

▼
会
　
場　

不
動
産
会
館
県
北
支
部

▼
内
　
容　

不
動
産
取
引
な
ど

▼
応
対
者　

相
談
員
２
名

▼
問
合
せ　

宅
建
協
会
県
北
支
部
（
那

須
塩
原
市
）
☎
62 

６
６
７
７

交
通
事
故
巡
回
相
談

▼
日
　
時　

６
月
28
日
㈮
午
前
10
時
〜

11
時
20
分
、
午
後
１
時
〜
２
時
20
分

▼
会
　
場　

那
須
塩
原
市
役
所

▼
内
　
容　

交
通
事
故
な
ど

▼
応
対
者　

交
通
事
故
相
談
員
１
名

▼
予
約
方
法　

３
日
前
ま
で
に
電
話
で

予
約
し
、
予
約
が
な
い
場
合
、
巡
回

相
談
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

県
民
プ
ラ
ザ

　

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
２
１
８
８

広
域
無
料
法
律
相
談

▼
日
　
時　

７
月
11
日
㈭
午
後
１
時
30

分
〜
４
時
30
分

▼
会
　
場　

ト
コ
ト
コ
大
田
原
３
階
市

民
交
流
セ
ン
タ
ー
（
大
田
原
市
中
央

１
‐
３
‐
15
）　
　

▼
内
　
容　

法
律
上
の
困
り
ご
と

▼
定
　
員　

18
名
（
定
員
に
な
り
次
第

締
切
り
）

▼
予
約
方
法　

７
月
４
日
㈭
〜
10
日
㈬

の
期
間
に
電
話
で
予
約
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

大
田
原
市
総
務

課　

☎
０
２
８
７
‐
2
3
‐
１
１
１
１

子
育
て
相
談
支
援

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
子
育

て
の
不
安
、
子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る

相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
、
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
平
日

お
出
か
け
で
き
な
い
方
の
た
め
に
次
の

と
お
り
相
談
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

▼
日
　
時　

６
月
15
日
㈯
、
７
月
20
日
㈯

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※
別
日
の
希
望
が
あ
る
と
き
は
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
・
問
合
せ　

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー　

☎
71 

１
１
３
７

悪質商法や多重債務などの消費生活に関する相談は、
「那須町消費生活センター」へ！

■開所日　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
■時　間　午前9時～正午、午後1時～4時
■場　所　那須町役場内1階東側
■電　話　０２８７‐７２‐６９３７

「消費者ホットライン」3桁の電話番号１８８番へ
土日など役場がお休みの時にも、相談可能な窓口へおつ
なぎします。（年末年始を除く）

無  料  相  談  会

２３０件

３５件

２件

２６７件

相談件数相　談　内　容

苦 情 相 談

問 合 せ 相 談

要 望

合　　　　　計


